
燕監第 １０５ 号 

平成１９年１１月１６日 

燕 市 長 小 林 清 様 

燕市議会議長 星 野 義 則 様 

㈶吉田スポ－ツ振興事業団 

理事長 長谷川 日 吉 様 

燕市監査委員 齋 藤 稔 

燕市監査委員 齋 藤 信 行 

「公の施設の指定管理者監査」の結果報告書の提出について 

地方自治法第 199 条第７項の規定により実施した監査の結果に関する報告 

を、同条第９項の規定に基づき、次のとおり提出します。



- 1 - 

監 査 結 果 「報 告 書」 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づき、指定管理者が行う公の施設の管理 

にかかる出納・その他の事務の執行で、当該施設管理に係るものについて監査を 

実施した。 

１ 監査の実施概要 

(1) 監査の対象 

平成１８年度において、燕市が地方自治法第 244 条の 2 第 3 項の規定に基づ 

き公の施設の管理を行わせている団体 

財団法人 吉田スポ－ツ振興事業団 

指定管理施設 

燕市吉田トレーニングセンター「ビジョンよしだ」 

(2) 監査の種別 公の施設の指定管理者監査 

(3) 監査の期間（最終日にヒアリングを実施） 

平成１９年 ９ 月２８ 日（金）～ １１ 月 ５ 日（月） 

11/5ヒアリングの 

実施場所・時間 
出 席 者 

ビジョンよしだ 

会議室 

（午後１時30分 

～５時 50分） 

理 事 長 

事 務 局 長 

主 任(庶務経理係) 

主 事(庶務経理係) 

指導員(機器管理係) 

指導員(プール管理係) 

長谷川 日 吉 

山 﨑 昭 男 

青 木 康 武 

金 子 洋 介 

岩 城 秀 利 

篭 島 孝 則 

（計 6人）
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(4) 監査の範囲 

平成 18 年度に燕市が、公の施設の管理を行わせている団体の出納その他の事務 

の執行状況 

(5) 監査の方法及び着眼点 

監査の実施にあたっては､次の項目を主な着眼点とし､関係帳簿・関係書類等を調査 

するとともに、関係職員からの説明を聴取するなどの方法で実施した｡ 

・ 施設は、関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。 

・ 協定等に基づく義務の履行は、適切に行われているか。 

・ 利用料金等の設定は、適正に行われているか。 

・ 利用促進のための努力が行われているか。 

・ 施設管理に係る収支会計経理は、適正に行われているか。 

・ 施設管理に係る出納関係帳簿・記帳などは、適正に行われているか。 

・ 施設管理に係る各種諸規程は、整備されているか。 

▲ビジョンよしだで監査を行う監査委員 

▲現状説明を行う長谷川理事長(右)と山﨑事務局長(左)、ほか関係職員


